
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日高市空家等対策協議会を設置します 
 

市では、平成25年11月に「日高市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空き家の

適正管理について指導を進め、令和元年度には、より実効性のある対策を行うため、同条例

を改正しました。また、平成29年度には空き家の実態調査を、平成30年度には所有者意向調

査を実施し、その実態把握に努めるとともに、空き家・空き地バンクを創設するなど、必要

な対策を講じてきました。 

令和２年度から、日高市空家等対策協議会を設置して、「日高市空家等対策計画」を作成

し、空き家に関する対策に総合的かつ計画的に取り組みます。 

 

日高市空家等対策協議会について 

〇空家等対策計画の作成および変更、ならびに実施に関すること等その他必要な事項を協

議します。 

〇市長のほか、地域住民、法務、不動産、建築、福祉等の学識経験者の10人以内で構成し

ます。 

 

日高市空家等対策計画に定める事項について 

〇空家等に関する対策の基本的な指針 

〇空家等の適切な管理の促進に関する事項 

〇空家等に係る跡地の活用の促進に係る事項 

〇特定空家等に対する措置に関する事項 

 〇住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 等 

 

日高市における空き家の実態 

空き家の実数 480件 

※平成29年度の「空き家の実態調査」で「空き家」と思われた691件を対象に、平成30年度

に「所有者意向調査」を行い、建物の所有者等が「空き家ではない」(199件)と「解体済み」

(12件)の回答のあった件数を除いた件数 
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